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子育て支援・年金

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由

で
、
保
険
料
を
納
め
る
の
が
困
難
な

場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の

納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

申
請
の
手
続
き
は
、
市
役
所
の
保

険
年
金
課
国
民
年
金
係
、
ま
た
は
滋

賀
社
会
保
険
事
務
局
彦
根
事
務
所
国

民
年
金
業
務
課
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

①
保
険
料
申
請
免
除

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前

年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、

申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料

が
全
額
ま
た
は
一
部
免
除
さ
れ
ま

す
。
承
認
期
間
は
、
原
則
７
月
か

ら
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。

※
一
部
納
付
（
１
／
４
納
付
、
半
額

納
付
、
３
／
４
納
付
）
に
つ
い
て

は
、
保
険
料
の
納
付
が
な
け
れ
ば

未
納
と
同
じ
取
扱
い
に
な
り
ま
す
。

②
若
年
者
納
付
猶
予

30
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配

偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以

下
の
場
合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ

る
と
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。
承
認
期
間
は
、
原
則
７
月
か

ら
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。

③
学
生
納
付
特
例

学
生
の
方
で
、
本
人
の
前
年
所

得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申

請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間

は
、
原
則
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま

で
で
す
。

注
　
平
成
17
年
度
に
申
請
免
除

（
全
額
免
除
）
ま
た
は
若
年
者
納

付
猶
予
が
承
認
さ
れ
た
方
で
、
申

請
時
に
平
成
18
年
度
以
降
も
引
き

続
き
同
じ
全
額
免
除
ま
た
は
若
年

者
納
付
猶
予
を
希
望
さ
れ
た
方

は
、
申
請
手
続
き
は
不
要
で
す
。

※
退
職
や
被
災
等
の
特
別
の
事
情

に
よ
り
承
認
さ
れ
た
場
合
を
除
き

ま
す
。
ま
た
、
世
帯
構
成
等
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
は
改
め
て
申
請

手
続
き
が
必
要
で
す
。

市
で
は
自
宅
を
市
内
事
業
者
に
よ

り
改
修
（
リ
フ
ォ
ー
ム
）
し
た
場
合

に
、
奨
励
金
と
し
施
工
主
に
最
高
10

万
円
の
商
品
券
を
交
付
す
る
「
長
浜

市
地
域
経
済
活
性
化
対
策
奨
励
金
交

付
事
業
（
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
奨
励
金

制
度
）」
を
実
施
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
回
復
基
調
に
あ
る
地
域

経
済
を
一
層
後
押
し
す
る
た
め
、
旧

長
浜
市
で
昨
年
度
実
施
し
て
い
た
事

業
を
本
年
度
に
限
り
、
新
市
区
域
に

拡
大
し
て
継
続
実
施
す
る
も
の
で
す
。

期
間
限
定
な
の
で
ご
注
意
を

【
対
象
工
事
】

平
成
18
年
１
月
２
日
か
ら
平

成
19
年
３
月
30
日
ま
で
に
完
了

し
た
対
象
工
事
費
50
万
円
以
上

の
自
宅
の
改
修

【
対
象
工
事
内
容
】

○
部
屋
の
増
改
築
、
間
取
り
変
更
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
な
ど
の
模
様
替

え
工
事
（
設
備
の
設
置
等
は
除
く
）

○
ト
イ
レ
、
洗
面
所
、
台
所
な
ど
の

水
回
り
工
事
（
た
だ
し
下
水
道
へ

の
接
続
工
事
は
除
く
）

○
老
朽
化
に
よ
る
屋
根
や
外
壁
な
ど

の
改
修
工
事

【
申
込
資
格
】

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

○
長
浜
市
内
に
お
住
ま
い
の
市
民
の
方

○
改
修
す
る
自
宅
に
居
住
し
、
か
つ

そ
の
所
有
者
の
方

○
市
内
に
本
社
が
あ
る
法
人
お
よ
び

個
人
の
建
築
施
工
業
者
に
工
事
を

発
注
し
た
方

○
市
税
や
保
険
料
等
の
滞
納
が
な
い
方

○
対
象
工
事
に
つ
い
て
国
・
県
・
市

の
他
の
補
助
お
よ
び
公
的
扶
助
を

受
け
て
い
な
い
方

【
申
請
受
付
期
間
】

平
成
18
年
７
月
３
日
（
月
）
か
ら

平
成
19
年
３
月
30
日
（
金
）
ま
で

【
事
前
相
談
】

奨
励
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
本
庁
ま
た
は
支
所
の
担

当
課
に
事
前
相
談
を
お
願
い
し
ま
す
。

事
前
相
談
で
は
、
改
修
工
事
が
対

象
と
な
る
か
ど
う
か
、
何
を
準
備
す

れ
ば
い
い
か
、
な
ど
に
つ
い
て
詳
し

く
説
明
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
申
請
す
る
際
に
は
、
改
修

前
と
改
修
後
の
写
真
が
数
枚
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
特
に
改
修
前
の
写

真
は
大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。

し
か
し
、
そ
の
写
真
が
な
い
場
合

は
、
施
工
業
者
が
作
成
す
る
工
事
請

負
証
明
書
で
代
用
可
能
で
す
。

児
童
手
当
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成

18
年
４
月
か
ら
児
童
手
当
の
支
給
対

象
が
小
学
校
第
３
学
年
修
了
前
か
ら

小
学
校
修
了
前
の
お
子
さ
ん
ま
で
に

拡
大
さ
れ
、
併
せ
て
所
得
制
限
が
引

き
上
げ
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
制

度
改
正
で
新
た
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
方
は
９
月
29
日
（
金
）
ま
で
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。（
期
限
以

降
に
申
請
さ
れ
ま
す
と
、
申
請
月
の

翌
月
分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
。）

な
お
、
支
給
額
に
つ
い
て
は
次
の

と
お
り
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

２
人
目
ま
で
の
お
子
様
　
５
千
円
／
月

３
人
目
以
降
の
お
子
様
　
１
万
円
／
月

お
問
い
合
せ
は
、
滋
賀
社
会
保

険
事
務
局
彦
根
事
務
所
　
国
民
年

金
業
務
課
（
1
０
７
４
９-

２
３-

１

１
１
４
）
へ
。

受
付
・
お
問
い
合
せ
は
、
子
育

て
支
援
課
子
育
て
支
援
係
（
1.

65
６

５
１
４
）、
浅
井
支
所
保
健
福
祉
課

（
1.

74
４
３
５
４
）、
び
わ
支
所
保
健

福
祉
課
（
1.

72
５
２
５
４
）
公
務
員

の
方
は
勤
務
先
で

お
問
い
合
せ
・
申
込
は
、
湖
北

地
域
消
防
本
部
予
防
課
（
長
浜
消

防
署
）（
1.

62
０
４
４
４
）、
東
浅
井

消
防
署
（
1.

73
２
５
６
１
）

お
問
い
合
せ
・
事
前
相
談
は
、

商
工
観
光
部
商
工
労
政
課
（
1.

65
８

７
６
６
）、
浅
井
支
所
産
業
振
興
課

（
1.

74
４
３
５
７
）、
び
わ
支
所
産
業

振
興
課
（
1.

72
５
２
５
５
）

例：お子様が４人おられる
世帯の場合
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２歳

対　象

－
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２人目

３人目

月　額

－

５千円

５千円

１万円
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と　き ７月30日（日）

行き先 伊賀の里・もくもく手

作りファーム（三重県

伊賀市西湯舟3609）

対象者 市内在住の母子家庭の

母と子

参加費 大人のみ500円/人（保

険加入有）

※お申し込みは、７月15日まで

に市役所東別館子育て支援課

（1. 65６５１４）電話受付可

またはお近くの市のぞみ会役

員まで。

主催：長浜市母子福祉のぞみ会

７
月
24
日
（
月
）
・
25
日
（
火
）

の
午
前
９
時
30
分
か
ら
午
後
４
時
30

分
ま
で
、
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
「
ふ

れ
あ
い
ホ
ー
ル
」
で
実
施
し
ま
す
。

【
テ
キ
ス
ト
代
】
５
千
円

【
定
　
　
員
】
100
人
（
先
着
順
）

【
申
込
期
間
】

７
月
10
日
（
金
）
〜
18
日
（
火
）

【
申
込
方
法
】

本
人
ま
た
は
代
理
人
が
テ
キ
ス
ト

代
と
印
鑑
を
持
参
の
う
え
申
込
み

住宅用火災警報器の設置を
住宅火災による死者を減少させるた

め、平成18年６月１日以降に新築される
住宅に対し、住宅用火災警報器の設置が
義務づけられました。
設置場所は、寝室や階段・廊下等です。
また、現にお住まいの住宅についても、
平成23年６月１日までに住宅用火災警報
器を設置してください。

甲
種
防
火
管
理（
新
規
）講
習
会
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